
平成31(2019)年
３月29日(金)
号　　外
第 15 号

（1）平成31（2019）年３月29日　金曜日

規 則

目　　　　　　 次

規 則
○栃木県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正……………………………………………………  1
○栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部改
　正………………………………………………………………………………………………………………………  2
○栃木県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部改正……………………………………………………………  5
○栃木県営林産物売払規則の一部改正………………………………………………………………………………  6
○栃木県農業協同組合検査規則の一部改正…………………………………………………………………………  6
○栃木県財務規則の一部改正…………………………………………………………………………………………  7

公安委員会
○栃木県警察本部及び警察署の警察職員の配置定員に関する規則の一部改正…………………………………  9
○栃木県警察本部組織規則の一部改正……………………………………………………………………………… 10
○栃木県道路交通法施行細則の一部改正…………………………………………………………………………… 10

警 察 本 部
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○ 栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 規 則 第 十 九 号

栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）

⑴略 ⑴略

⑵粉じんに係る特定施設 ⑵粉じんに係る特定施設

第１欄第２欄第３欄 第１欄第２欄第３欄

１略ア大気汚染防止法（昭和43 １略ア大気汚染防止法（昭和43

年法律第97号）第２条第９ 年法律第97号）第２条第10

２略 項に規定する一般粉じん発 ２略 項に規定する一般粉じん発

生施設 生施設

３略イエ略 ３略イエ略～ ～

⑶⑹略 ⑶⑹略～ ～

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 環 境 保 全 課 ）



（2） 栃 木 県 公 報 号外第15号平成31（2019）年３月29日　金曜日
○ 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 規 則 第 二 十 号

栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則

栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 栃 木 県

規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）

項 目 基 準 値 測 定 方 法 項 目 基 準 値 測 定 方 法

略 略

全 シ ア ン 検 液 中 規 格 三 十 八 に 定 め る 方 法 全 シ ア ン 検 液 中 規 格 三 十 八 に 定 め る 方 法

に 検 出 （ 規 格 三 十 八 ・ 一 ・ 一 及 に 検 出 （ 規 格 三 十 八 ・ 一 ・ 一

さ れ な び 三 十 八 の 備 考 十 一 に 定 さ れ な に 定

い こ め る 方 法 を 除 く 。 ） 又 は い こ め る 方 法 を 除 く 。 ）

と 。 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 と 。

に つ い て （ 昭 和 四 十 六 年

環 境 庁 告 示 第 五 十 九 号 。

以 下 「 昭 和 四 十 六 年 告

示 」 と い う 。 ） 付 表 一 に

掲 げ る 方 法

略 略

六 価 ク ロ ム 検 液 一 規 格 六 十 五 ・ 二 （ 規 格 六 六 価 ク ロ ム 検 液 一 規 格 六 十 五 ・ 二

リ ッ ト 十 五 ・ 二 ・ 七 を 除 く 。 ） リ ッ ト

ル に つ に 定 め る 方 法 （ た だ し 、 ル に つ に 定 め る 方 法

き 〇 ・ 規 格 六 十 五 ・ 二 ・ 六 に 定 き 〇 ・

〇 五 ミ め る 方 法 に よ り 塩 分 の 濃 〇 五 ミ

リ グ ラ 度 の 高 い 試 料 を 測 定 す る リ グ ラ

ム 以 下 場 合 に あ っ て は 、 日 本 工 ム 以 下

業 規 格 Ｋ 〇 一 七 〇― 七 の

七 の 又 は に 定 め る 操ａ
)

ｂ
)

作 を 行 う も の と す る 。 ）

略 略

総 水 銀 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 二 総 水 銀 検 液 一 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準

リ ッ ト リ ッ ト に つ い て （ 昭 和 四 十 六 年

ル に つ ル に つ 環 境 庁 告 示 第 五 十 九 号 。

○ 栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 規 則 第 十 九 号

栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）

⑴略 ⑴略

⑵粉じんに係る特定施設 ⑵粉じんに係る特定施設

第１欄第２欄第３欄 第１欄第２欄第３欄

１略ア大気汚染防止法（昭和43 １略ア大気汚染防止法（昭和43

年法律第97号）第２条第９ 年法律第97号）第２条第10

２略 項に規定する一般粉じん発 ２略 項に規定する一般粉じん発

生施設 生施設

３略イエ略 ３略イエ略～ ～

⑶⑹略 ⑶⑹略～ ～
附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 環 境 保 全 課 ）



（3）栃 木 県 公 報 号外第15号平成31（2019）年３月29日　金曜日

き 〇 ・ き 〇 ・ 以 下 「 昭 和 四 十 六 年 告

〇 〇 〇 に 〇 〇 〇 示 」 と い う 。 ） 付 表 一 に

五 ミ リ 掲 げ る 方 法 五 ミ リ 掲 げ る 方 法

グ ラ ム グ ラ ム

以 下 以 下

ア ル キ ル 水 検 液 中 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 三 ア ル キ ル 水 検 液 中 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 二

銀 に 検 出 及 び 昭 和 四 十 九 年 告 示 付 銀 に 検 出 及 び 昭 和 四 十 九 年 告 示 付

さ れ な 表 三 に 掲 げ る 方 法 さ れ な 表 三 に 掲 げ る 方 法

い こ い こ

と 。 と 。

Ｐ Ｃ Ｂ 検 液 中 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 四 Ｐ Ｃ Ｂ 検 液 中 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 三

に 検 出 に 掲 げ る 方 法 に 検 出 に 掲 げ る 方 法

さ れ な さ れ な

い こ い こ

と 。 と 。

略 略

一 ・ 二― ジ 検 液 一 シ ス 体 に あ っ て は 日 本 工 シ ス― 一 ・ 検 液 一 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五

ク ロ ロ エ チ リ ッ ト 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ 二― ジ ク ロ リ ッ ト の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 又 は

レ ン ル に つ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ ロ エ チ レ ン ル に つ 五 ・ 三 ・ 二 に 定 め る 方 法

き 〇 ・ 二 に 定 め る 方 法 、 ト ラ ン き 〇 ・

〇 四 ミ ス 体 に あ っ て は 日 本 工 業 〇 四 ミ

リ グ ラ 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ リ グ ラ

ム 以 下 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ ム 以 下

一 に 定 め る 方 法

略 略

チ ウ ラ ム 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 五 チ ウ ラ ム 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 四

リ ッ ト に 掲 げ る 方 法 リ ッ ト に 掲 げ る 方 法

ル に つ ル に つ

き 〇 ・ き 〇 ・

〇 〇 六 〇 〇 六

ミ リ グ ミ リ グ

ラ ム 以 ラ ム 以

下 下

シ マ ジ ン 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 六 シ マ ジ ン 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 五

リ ッ ト の 第 一 又 は 第 二 に 掲 げ る リ ッ ト の 第 一 又 は 第 二 に 掲 げ る

ル に つ 方 法 ル に つ 方 法

き 〇 ・ き 〇 ・

〇 〇 三 〇 〇 三

ミ リ グ ミ リ グ

ラ ム 以 ラ ム 以

下 下

チ オ ベ ン カ 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 六 チ オ ベ ン カ 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 五

○ 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 規 則 第 二 十 号

栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則

栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 栃 木 県

規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）

項 目 基 準 値 測 定 方 法 項 目 基 準 値 測 定 方 法

略 略

全 シ ア ン 検 液 中 規 格 三 十 八 に 定 め る 方 法 全 シ ア ン 検 液 中 規 格 三 十 八 に 定 め る 方 法

に 検 出 （ 規 格 三 十 八 ・ 一 ・ 一 及 に 検 出 （ 規 格 三 十 八 ・ 一 ・ 一

さ れ な び 三 十 八 の 備 考 十 一 に 定 さ れ な に 定

い こ め る 方 法 を 除 く 。 ） 又 は い こ め る 方 法 を 除 く 。 ）

と 。 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 と 。

に つ い て （ 昭 和 四 十 六 年

環 境 庁 告 示 第 五 十 九 号 。

以 下 「 昭 和 四 十 六 年 告

示 」 と い う 。 ） 付 表 一 に

掲 げ る 方 法

略 略

六 価 ク ロ ム 検 液 一 規 格 六 十 五 ・ 二 （ 規 格 六 六 価 ク ロ ム 検 液 一 規 格 六 十 五 ・ 二

リ ッ ト 十 五 ・ 二 ・ 七 を 除 く 。 ） リ ッ ト

ル に つ に 定 め る 方 法 （ た だ し 、 ル に つ に 定 め る 方 法

き 〇 ・ 規 格 六 十 五 ・ 二 ・ 六 に 定 き 〇 ・

〇 五 ミ め る 方 法 に よ り 塩 分 の 濃 〇 五 ミ

リ グ ラ 度 の 高 い 試 料 を 測 定 す る リ グ ラ

ム 以 下 場 合 に あ っ て は 、 日 本 工 ム 以 下

業 規 格 Ｋ 〇 一 七 〇― 七 の

七 の 又 は に 定 め る 操ａ
)

ｂ
)

作 を 行 う も の と す る 。 ）

略 略

総 水 銀 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 二 総 水 銀 検 液 一 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準

リ ッ ト リ ッ ト に つ い て （ 昭 和 四 十 六 年

ル に つ ル に つ 環 境 庁 告 示 第 五 十 九 号 。



（4） 栃 木 県 公 報 号外第15号平成31（2019）年３月29日　金曜日

ル ブ リ ッ ト の 第 一 又 は 第 二 に 掲 げ る ル ブ リ ッ ト の 第 一 又 は 第 二 に 掲 げ る

ル に つ 方 法 ル に つ 方 法

き 〇 ・ き 〇 ・

〇 二 ミ 〇 二 ミ

リ グ ラ リ グ ラ

ム 以 下 ム 以 下

略 略

ふ っ 素 検 液 一 規 格 三 十 四 ・ 一 （ 規 格 三 ふ っ 素 検 液 一 規 格 三 十 四 ・ 一

リ ッ ト 十 四 の 備 考 一 を 除 く 。 ） リ ッ ト

ル に つ 若 し く は 三 十 四 ・ 四 （ 妨 ル に つ 若 し く は 三 十 四 ・ 四

き 〇 ・ 害 と な る 物 質 と し て ハ ロ き 〇 ・

八 ミ リ ゲ ン 化 合 物 又 は ハ ロ ゲ ン 八 ミ リ

グ ラ ム 化 水 素 が 多 量 に 含 ま れ る グ ラ ム

以 下 試 料 を 測 定 す る 場 合 に 以 下

あ っ て は 、 蒸 留 試 薬 溶 液

と し て 、 水 約 二 百 ミ リ

リ ッ ト ル に 硫 酸 十 ミ リ

リ ッ ト ル 、 り ん 酸 六 十 ミ

リ リ ッ ト ル 及 び 塩 化 ナ ト

リ ウ ム 十 グ ラ ム を 溶 か し

た 溶 液 と グ リ セ リ ン 二 百

五 十 ミ リ リ ッ ト ル を 混 合

し 、 水 を 加 え て 千 ミ リ

リ ッ ト ル と し た も の を 用

い 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一

七 〇― 六 の 六 図 二 注 記 の

ア ル ミ ニ ウ ム 溶 液 の ラ イ

ン を 追 加 す る 。 ） に 定 め に 定 め

る 方 法 又 は 規 格 三 十 四 ・ る 方 法 又 は 規 格 三 十 四 ・

一 ・ 一 （ 注 第 三 文 及 一 （ 注 第 三 文ｃ
)

〔
2 〕

ｃ
)

〔
6 〕

び 規 格 三 十 四 の 備 考 一 を を

除 く 。 ） に 定 め る 方 法 除 く 。 ） に 定 め る 方 法

（ 懸 濁 物 質 及 び イ オ ン ク （ 懸 濁 物 質 及 び イ オ ン ク

ロ マ ト グ ラ フ 法 で 妨 害 と ロ マ ト グ ラ フ 法 で 妨 害 と

な る 物 質 が 共 存 し な い こ な る 物 質 が 共 存 し な い

と を 確 認 し た 場 合 に あ っ 場 合 に あ っ

て は 、 こ れ を 省 略 す る こ て は 、 こ れ を 省 略 す る こ

と が で き る 。 ） 及 び 昭 和 と が で き る 。 ） 及 び 昭 和

四 十 六 年 告 示 付 表 七 に 掲 四 十 六 年 告 示 付 表 六 に 掲

げ る 方 法 げ る 方 法

略 略

一 ・ 四― ジ 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 八 一 ・ 四― ジ 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 七

オ キ サ ン リ ッ ト に 掲 げ る 方 法 オ キ サ ン リ ッ ト に 掲 げ る 方 法

ル に つ ル に つ

き 〇 ・ き 〇 ・

〇 五 ミ 〇 五 ミ

き 〇 ・ き 〇 ・ 以 下 「 昭 和 四 十 六 年 告

〇 〇 〇 に 〇 〇 〇 示 」 と い う 。 ） 付 表 一 に

五 ミ リ 掲 げ る 方 法 五 ミ リ 掲 げ る 方 法

グ ラ ム グ ラ ム

以 下 以 下

ア ル キ ル 水 検 液 中 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 三 ア ル キ ル 水 検 液 中 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 二

銀 に 検 出 及 び 昭 和 四 十 九 年 告 示 付 銀 に 検 出 及 び 昭 和 四 十 九 年 告 示 付

さ れ な 表 三 に 掲 げ る 方 法 さ れ な 表 三 に 掲 げ る 方 法

い こ い こ

と 。 と 。

Ｐ Ｃ Ｂ 検 液 中 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 四 Ｐ Ｃ Ｂ 検 液 中 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 三

に 検 出 に 掲 げ る 方 法 に 検 出 に 掲 げ る 方 法

さ れ な さ れ な

い こ い こ

と 。 と 。

略 略

一 ・ 二― ジ 検 液 一 シ ス 体 に あ っ て は 日 本 工 シ ス― 一 ・ 検 液 一 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五

ク ロ ロ エ チ リ ッ ト 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ 二― ジ ク ロ リ ッ ト の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 又 は

レ ン ル に つ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ ロ エ チ レ ン ル に つ 五 ・ 三 ・ 二 に 定 め る 方 法

き 〇 ・ 二 に 定 め る 方 法 、 ト ラ ン き 〇 ・

〇 四 ミ ス 体 に あ っ て は 日 本 工 業 〇 四 ミ

リ グ ラ 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ リ グ ラ

ム 以 下 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ ム 以 下

一 に 定 め る 方 法

略 略

チ ウ ラ ム 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 五 チ ウ ラ ム 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 四

リ ッ ト に 掲 げ る 方 法 リ ッ ト に 掲 げ る 方 法

ル に つ ル に つ

き 〇 ・ き 〇 ・

〇 〇 六 〇 〇 六

ミ リ グ ミ リ グ

ラ ム 以 ラ ム 以

下 下

シ マ ジ ン 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 六 シ マ ジ ン 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 五

リ ッ ト の 第 一 又 は 第 二 に 掲 げ る リ ッ ト の 第 一 又 は 第 二 に 掲 げ る

ル に つ 方 法 ル に つ 方 法

き 〇 ・ き 〇 ・

〇 〇 三 〇 〇 三

ミ リ グ ミ リ グ

ラ ム 以 ラ ム 以

下 下

チ オ ベ ン カ 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 六 チ オ ベ ン カ 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 五
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リ グ ラ リ グ ラ

ム 以 下 ム 以 下

備 考 備 考

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

四 一 ・ 二― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン の 濃 度 は 、 日 本

工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 又 は

五 ・ 三 ・ 二 に よ り 測 定 さ れ た シ ス 体 の 濃 度 と

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 又

は 五 ・ 三 ・ 一 に よ り 測 定 さ れ た ト ラ ン ス 体 の

濃 度 の 和 と す る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 シ ス― 一 ・ 二― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン の 項 の 改 正 規 定

及 び 同 表 備 考 の 改 正 規 定 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 改 正 後 の 別 表 第 一 の 規 定 は 、 こ の 規 則 （ 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 改 正 規 定 に つ い て は 、 当 該 改 正 規 定 ） の

施 行 の 日 以 後 に 地 質 検 査 又 は 水 質 検 査 の 試 料 と す る た め に 採 取 さ れ た 土 砂 等 （ 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ

る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 年 栃 木 県 条 例 第 三 十 七 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す

る 土 砂 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 水 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 地 質 検 査 又 は 水 質 検 査 の 試 料 と す る た め に

採 取 さ れ た 土 砂 等 又 は 水 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 廃 棄 物 対 策 課 ）

ル ブ リ ッ ト の 第 一 又 は 第 二 に 掲 げ る ル ブ リ ッ ト の 第 一 又 は 第 二 に 掲 げ る

ル に つ 方 法 ル に つ 方 法

き 〇 ・ き 〇 ・

〇 二 ミ 〇 二 ミ

リ グ ラ リ グ ラ

ム 以 下 ム 以 下

略 略

ふ っ 素 検 液 一 規 格 三 十 四 ・ 一 （ 規 格 三 ふ っ 素 検 液 一 規 格 三 十 四 ・ 一

リ ッ ト 十 四 の 備 考 一 を 除 く 。 ） リ ッ ト

ル に つ 若 し く は 三 十 四 ・ 四 （ 妨 ル に つ 若 し く は 三 十 四 ・ 四

き 〇 ・ 害 と な る 物 質 と し て ハ ロ き 〇 ・

八 ミ リ ゲ ン 化 合 物 又 は ハ ロ ゲ ン 八 ミ リ

グ ラ ム 化 水 素 が 多 量 に 含 ま れ る グ ラ ム

以 下 試 料 を 測 定 す る 場 合 に 以 下

あ っ て は 、 蒸 留 試 薬 溶 液

と し て 、 水 約 二 百 ミ リ

リ ッ ト ル に 硫 酸 十 ミ リ

リ ッ ト ル 、 り ん 酸 六 十 ミ

リ リ ッ ト ル 及 び 塩 化 ナ ト

リ ウ ム 十 グ ラ ム を 溶 か し

た 溶 液 と グ リ セ リ ン 二 百

五 十 ミ リ リ ッ ト ル を 混 合

し 、 水 を 加 え て 千 ミ リ

リ ッ ト ル と し た も の を 用

い 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一

七 〇― 六 の 六 図 二 注 記 の

ア ル ミ ニ ウ ム 溶 液 の ラ イ

ン を 追 加 す る 。 ） に 定 め に 定 め

る 方 法 又 は 規 格 三 十 四 ・ る 方 法 又 は 規 格 三 十 四 ・

一 ・ 一 （ 注 第 三 文 及 一 （ 注 第 三 文ｃ
)

〔
2 〕

ｃ
)

〔
6 〕

び 規 格 三 十 四 の 備 考 一 を を

除 く 。 ） に 定 め る 方 法 除 く 。 ） に 定 め る 方 法

（ 懸 濁 物 質 及 び イ オ ン ク （ 懸 濁 物 質 及 び イ オ ン ク

ロ マ ト グ ラ フ 法 で 妨 害 と ロ マ ト グ ラ フ 法 で 妨 害 と

な る 物 質 が 共 存 し な い こ な る 物 質 が 共 存 し な い

と を 確 認 し た 場 合 に あ っ 場 合 に あ っ

て は 、 こ れ を 省 略 す る こ て は 、 こ れ を 省 略 す る こ

と が で き る 。 ） 及 び 昭 和 と が で き る 。 ） 及 び 昭 和

四 十 六 年 告 示 付 表 七 に 掲 四 十 六 年 告 示 付 表 六 に 掲

げ る 方 法 げ る 方 法

略 略

一 ・ 四― ジ 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 八 一 ・ 四― ジ 検 液 一 昭 和 四 十 六 年 告 示 付 表 七

オ キ サ ン リ ッ ト に 掲 げ る 方 法 オ キ サ ン リ ッ ト に 掲 げ る 方 法

ル に つ ル に つ

き 〇 ・ き 〇 ・

〇 五 ミ 〇 五 ミ

栃 木 県 規 則 第 二 十 一 号

栃 木 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 （ 平 成 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 七 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ ・ ２ 略 １ ・ ２ 略

（ 償 還 期 間 等 の 特 例 ） （ 償 還 期 間 等 の 特 例 ）

３ 東 日 本 大 震 災 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発 生 ３ 東 日 本 大 震 災 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発 生

し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 及 び こ れ に 伴 う 原 子 力 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 及 び こ れ に 伴 う 原 子 力

発 電 所 の 事 故 に よ る 災 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 発 電 所 の 事 故 に よ る 災 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に

よ り 著 し い 被 害 を 受 け た 者 で あ っ て 、 そ の 主 要 な よ り 著 し い 被 害 を 受 け た 者 で あ っ て 、 そ の 主 要 な

事 業 用 資 産 に つ い て 東 日 本 大 震 災 に よ り 浸 水 、 流 事 業 用 資 産 に つ い て 東 日 本 大 震 災 に よ り 浸 水 、 流

失 、 滅 失 、 損 壊 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 損 害 を 受 け 失 、 滅 失 、 損 壊 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 損 害 を 受 け

た こ と 又 は そ の 生 産 物 （ そ の 加 工 品 を 含 む 。 ） に た こ と 又 は そ の 生 産 物 （ そ の 加 工 品 を 含 む 。 ） に

係 る 売 上 げ が 東 日 本 大 震 災 に よ り 平 年 の 売 上 げ に 係 る 売 上 げ が 東 日 本 大 震 災 に よ り 平 年 の 売 上 げ に

比 し て 相 当 程 度 減 少 し た こ と の 証 明 を 市 町 村 長 そ 比 し て 相 当 程 度 減 少 し た こ と の 証 明 を 市 町 村 長 そ

の 他 知 事 が 適 当 と 認 め る 機 関 か ら 受 け た も の に 貸 の 他 知 事 が 適 当 と 認 め る 機 関 か ら 受 け た も の に 貸

し 付 け る 貸 付 金 （ 東 日 本 大 震 災 の 後 平 成 三 十 二 年 し 付 け る 貸 付 金 （ 東 日 本 大 震 災 の 後 平 成 三 十 一 年

三 月 三 十 一 日 ま で に 貸 し 付 け る も の に 限 る 。 ） に 三 月 三 十 一 日 ま で に 貸 し 付 け る も の に 限 る 。 ） に

つ い て の 第 三 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 つ い て の 第 三 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第

一 項 中 「 十 年 」 と あ る の は 「 十 三 年 」 と 、 同 項 第 一 項 中 「 十 年 」 と あ る の は 「 十 三 年 」 と 、 同 項 第

二 号 中 「 十 二 年 」 と あ る の は 「 十 五 年 」 と 、 同 項 二 号 中 「 十 二 年 」 と あ る の は 「 十 五 年 」 と 、 同 項

第 三 号 中 「 十 五 年 」 と あ る の は 「 十 八 年 」 と 、 同 第 三 号 中 「 十 五 年 」 と あ る の は 「 十 八 年 」 と 、 同

項 第 六 号 か ら 第 九 号 ま で の 規 定 中 「 十 二 年 」 と あ 項 第 六 号 か ら 第 九 号 ま で の 規 定 中 「 十 二 年 」 と あ

る の は 「 十 五 年 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 三 年 」 と あ る の は 「 十 五 年 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 三 年 」 と あ

る の は 「 六 年 」 と 、 「 、 第 五 号 、 第 六 号 」 と あ る る の は 「 六 年 」 と 、 「 、 第 五 号 、 第 六 号 」 と あ る

の は 「 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 資 金 に 係 る 貸 付 金 の 据 の は 「 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 資 金 に 係 る 貸 付 金 の 据

置 期 間 は 五 年 以 内 、 同 項 第 六 号 」 と 、 「 、 五 年 」 置 期 間 は 五 年 以 内 、 同 項 第 六 号 」 と 、 「 、 五 年 」

と あ る の は 「 八 年 」 と す る 。 と あ る の は 「 八 年 」 と す る 。

４ 森 林 経 営 管 理 法 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 三 十 五 号 ）

第 三 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 経 営 管 理 実 施 権 が

設 定 さ れ た 民 間 事 業 者 に 貸 し 付 け る 貸 付 金 に つ い

て の 第 三 条 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 第 二 号

中 「 十 二 年 」 と あ る の は 、 「 十 五 年 」 と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 に 一 項 を 加 え る 改 正 規 定 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら

施 行 す る 。

（ 林 業 木 材 産 業 課 ）



（6） 栃 木 県 公 報 号外第15号平成31（2019）年３月29日　金曜日
栃 木 県 規 則 第 二 十 二 号

栃 木 県 営 林 産 物 売 払 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 営 林 産 物 売 払 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 営 林 産 物 売 払 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 栃 木 県 規 則 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 産 物 の 搬 出 義 務 ） （ 産 物 の 搬 出 義 務 ）

第 三 十 三 条 買 受 人 は 産 物 の 引 渡 を 受 け た 日 か ら 起 第 三 十 三 条 買 受 人 は 産 物 の 引 渡 を 受 け た 日 か ら 起

算 し て 次 に 掲 げ る 期 間 の 範 囲 内 で 別 に 定 め る 期 間 算 し て 次 に 掲 げ る 期 間 の 範 囲 内 で 別 に 定 め る 期 間

内 に 搬 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 貸 付 地 の 内 に 搬 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 貸 付 地 の

上 に あ る 産 物 を そ の 土 地 の 借 受 人 に 売 り 払 う 場 合 上 に あ る 産 物 を そ の 土 地 の 借 受 人 に 売 り 払 う 場 合

に お い て 特 に 搬 出 期 間 を 定 め な い と き は 、 当 該 土 に お い て 特 に 搬 出 期 間 を 定 め な い と き は 、 当 該 土

地 の 貸 付 期 間 を も っ て 搬 出 期 間 と す る 。 地 の 貸 付 期 間 を も っ て 搬 出 期 間 と す る 。

一 立 木 に つ い て は 三 ヵ 年 一 立 木 に つ い て は 二 ヵ 年

二 ～ 五 略 二 ～ 五 略

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 森 林 整 備 課 ）

栃 木 県 規 則 第 二 十 一 号

栃 木 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 （ 平 成 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 七 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ ・ ２ 略 １ ・ ２ 略

（ 償 還 期 間 等 の 特 例 ） （ 償 還 期 間 等 の 特 例 ）

３ 東 日 本 大 震 災 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発 生 ３ 東 日 本 大 震 災 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発 生

し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 及 び こ れ に 伴 う 原 子 力 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 及 び こ れ に 伴 う 原 子 力

発 電 所 の 事 故 に よ る 災 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 発 電 所 の 事 故 に よ る 災 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に

よ り 著 し い 被 害 を 受 け た 者 で あ っ て 、 そ の 主 要 な よ り 著 し い 被 害 を 受 け た 者 で あ っ て 、 そ の 主 要 な

事 業 用 資 産 に つ い て 東 日 本 大 震 災 に よ り 浸 水 、 流 事 業 用 資 産 に つ い て 東 日 本 大 震 災 に よ り 浸 水 、 流

失 、 滅 失 、 損 壊 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 損 害 を 受 け 失 、 滅 失 、 損 壊 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 損 害 を 受 け

た こ と 又 は そ の 生 産 物 （ そ の 加 工 品 を 含 む 。 ） に た こ と 又 は そ の 生 産 物 （ そ の 加 工 品 を 含 む 。 ） に

係 る 売 上 げ が 東 日 本 大 震 災 に よ り 平 年 の 売 上 げ に 係 る 売 上 げ が 東 日 本 大 震 災 に よ り 平 年 の 売 上 げ に

比 し て 相 当 程 度 減 少 し た こ と の 証 明 を 市 町 村 長 そ 比 し て 相 当 程 度 減 少 し た こ と の 証 明 を 市 町 村 長 そ

の 他 知 事 が 適 当 と 認 め る 機 関 か ら 受 け た も の に 貸 の 他 知 事 が 適 当 と 認 め る 機 関 か ら 受 け た も の に 貸

し 付 け る 貸 付 金 （ 東 日 本 大 震 災 の 後 平 成 三 十 二 年 し 付 け る 貸 付 金 （ 東 日 本 大 震 災 の 後 平 成 三 十 一 年

三 月 三 十 一 日 ま で に 貸 し 付 け る も の に 限 る 。 ） に 三 月 三 十 一 日 ま で に 貸 し 付 け る も の に 限 る 。 ） に

つ い て の 第 三 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 つ い て の 第 三 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第

一 項 中 「 十 年 」 と あ る の は 「 十 三 年 」 と 、 同 項 第 一 項 中 「 十 年 」 と あ る の は 「 十 三 年 」 と 、 同 項 第

二 号 中 「 十 二 年 」 と あ る の は 「 十 五 年 」 と 、 同 項 二 号 中 「 十 二 年 」 と あ る の は 「 十 五 年 」 と 、 同 項

第 三 号 中 「 十 五 年 」 と あ る の は 「 十 八 年 」 と 、 同 第 三 号 中 「 十 五 年 」 と あ る の は 「 十 八 年 」 と 、 同

項 第 六 号 か ら 第 九 号 ま で の 規 定 中 「 十 二 年 」 と あ 項 第 六 号 か ら 第 九 号 ま で の 規 定 中 「 十 二 年 」 と あ

る の は 「 十 五 年 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 三 年 」 と あ る の は 「 十 五 年 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 三 年 」 と あ

る の は 「 六 年 」 と 、 「 、 第 五 号 、 第 六 号 」 と あ る る の は 「 六 年 」 と 、 「 、 第 五 号 、 第 六 号 」 と あ る

の は 「 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 資 金 に 係 る 貸 付 金 の 据 の は 「 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 資 金 に 係 る 貸 付 金 の 据

置 期 間 は 五 年 以 内 、 同 項 第 六 号 」 と 、 「 、 五 年 」 置 期 間 は 五 年 以 内 、 同 項 第 六 号 」 と 、 「 、 五 年 」

と あ る の は 「 八 年 」 と す る 。 と あ る の は 「 八 年 」 と す る 。

４ 森 林 経 営 管 理 法 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 三 十 五 号 ）

第 三 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 経 営 管 理 実 施 権 が

設 定 さ れ た 民 間 事 業 者 に 貸 し 付 け る 貸 付 金 に つ い

て の 第 三 条 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 第 二 号

中 「 十 二 年 」 と あ る の は 、 「 十 五 年 」 と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 に 一 項 を 加 え る 改 正 規 定 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら

施 行 す る 。

（ 林 業 木 材 産 業 課 ）

栃 木 県 規 則 第 二 十 三 号

栃 木 県 農 業 協 同 組 合 検 査 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 農 業 協 同 組 合 検 査 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 農 業 協 同 組 合 検 査 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 栃 木 県 規 則 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 農 業 協 同 組 合 法 （ 昭 和 二 十 二 第 一 条 こ の 規 則 は 、 農 業 協 同 組 合 法 （ 昭 和 二 十 二

年 法 律 第 百 三 十 二 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 九 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ） 第 九

十 四 条 の 規 定 に よ り 農 業 協 同 組 合 及 び 農 業 協 同 組 十 四 条 の 規 定 に よ り 農 業 協 同 組 合 及 び 農 業 協 同 組

合 連 合 会 並 び に こ れ ら の 子 会 社 合 連 合 会 並 び に こ れ ら の 子 会 社 、 農 業 協 同 組 合 中

並 び に 農 事 組 合 法 人 （ 以 下 「 組 合 等 」 と い 央 会 並 び に 農 事 組 合 法 人 （ 以 下 「 組 合 等 」 と い

う 。 ） に 対 し て 知 事 が 行 う 検 査 （ 以 下 「 検 査 」 と う 。 ） に 対 し て 知 事 が 行 う 検 査 （ 以 下 「 検 査 」 と

い う 。 ） に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す い う 。 ） に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。 る 。

（ 検 査 員 ） （ 検 査 員 ）

第 二 条 略 第 二 条 略

２ 法 第 九 十 四 条 第 七 項 の 規 定 に す る 身 分 を 示 す 証 ２ 検 査 員 は 、 検 査 に 際 し て 身 分 証 明 書 （ 別 記 様

明 書 は 、 別 記 様 式 に よ る も の と す る 。 式 ） を 携 行 し 、 関 係 者 の 請 求 が あ つ た と き は 、 こ

れ を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。

別 記 様 式 （ 裏 ） 中 「所持し」 を 「携帯し」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 済 流 通 課 ）



（7）栃 木 県 公 報 号外第15号平成31（2019）年３月29日　金曜日

栃 木 県 規 則 第 二 十 四 号

栃 木 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 財 務 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 物 品 の 分 類 ） （ 物 品 の 分 類 ）

第 百 十 九 条 略 第 百 十 九 条 略

２ 前 項 の 規 定 に よ り 備 品 に 分 類 さ れ る も の で あ っ ２ 前 項 の 規 定 に よ り 備 品 に 分 類 さ れ る も の で あ っ

て も 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 物 品 は 消 耗 て も 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 物 品 は 消 耗

品 と す る 。 品 と す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 取 得 価 格 又 は 評 価 額 が 十 万 円 未 満 の も の （ 閲 三 取 得 価 格 又 は 評 価 額 が 二 万 円 未 満 の も の （ 閲

覧 又 は 貸 出 用 の 資 料 、 加 除 式 図 書 及 び 公 印 を 除 覧 又 は 貸 出 用 の 資 料 、 加 除 式 図 書 及 び 公 印 を 除

く 。 ） く 。 ）

３ 略 ３ 略

（ 監 督 又 は 検 査 ） （ 監 督 又 は 検 査 ）

第 百 四 十 五 条 課 長 又 は 公 所 の 長 は 、 工 事 若 し く は 第 百 四 十 五 条 課 長 又 は 公 所 の 長 は 、 工 事 若 し く は

製 造 そ の 他 の 請 負 契 約 又 は 物 件 の 買 入 れ そ の 他 の 製 造 そ の 他 の 請 負 契 約 又 は 物 件 の 買 入 れ そ の 他 の

契 約 を 締 結 し た 場 合 に お け る 契 約 の 適 正 な 履 行 を 契 約 を 締 結 し た 場 合 に お け る 契 約 の 適 正 な 履 行 を

確 保 す る た め 、 又 は 受 け る 給 付 の 完 了 の 確 認 を す 確 保 す る た め 、 又 は 受 け る 給 付 の 完 了 の 確 認 を す

る た め 必 要 な 監 督 又 は 検 査 を し よ う と す る と き る た め 必 要 な 監 督 又 は 検 査 を し よ う と す る と き

は 、 職 員 に 命 じ て こ れ を 行 う も の と す は 、 決 裁 を 得 て 職 員 に 命 じ て こ れ を 行 う も の と す

る 。 る 。

（ 長 期 継 続 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 契 約 ） （ 長 期 継 続 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 契 約 ）

第 百 四 十 八 条 の 二 略 第 百 四 十 八 条 の 二 略

２ 条 例 本 則 第 三 号 ロ に 掲 げ る 契 約 に 係 る 同 号 に 規 ２ 条 例 本 則 第 三 号 ロ に 掲 げ る 契 約 に 係 る 同 号 に 規

定 す る 規 則 で 定 め る 契 約 は 、 次 に 掲 げ る 契 約 と す 定 す る 規 則 で 定 め る 契 約 は 、 次 に 掲 げ る 契 約 と す

る 。 る 。

一 ～ 十 六 略 一 ～ 十 六 略

十 七 相 談 支 援 に 関 す る 業 務 （ 専 門 的 な 知 識 若 し

く は 技 術 又 は 相 当 の 経 験 を 必 要 と す る も の に 限

る 。 ） の 委 託 に 関 す る 契 約

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

１略 １略

２公所の長への特定委任事項 ２公所の長への特定委任事項

公所の長名委任事項 公所の長名委任事項

略 略

環境森林部１土木建築工事に係る令達予算環境森林部１土木建築工事に係る令達予算

関係公所のの執行に関する次の事務 関係公所のの執行に関する次の事務

栃 木 県 規 則 第 二 十 三 号

栃 木 県 農 業 協 同 組 合 検 査 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 農 業 協 同 組 合 検 査 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 農 業 協 同 組 合 検 査 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 栃 木 県 規 則 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 農 業 協 同 組 合 法 （ 昭 和 二 十 二 第 一 条 こ の 規 則 は 、 農 業 協 同 組 合 法 （ 昭 和 二 十 二

年 法 律 第 百 三 十 二 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 九 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ） 第 九

十 四 条 の 規 定 に よ り 農 業 協 同 組 合 及 び 農 業 協 同 組 十 四 条 の 規 定 に よ り 農 業 協 同 組 合 及 び 農 業 協 同 組

合 連 合 会 並 び に こ れ ら の 子 会 社 合 連 合 会 並 び に こ れ ら の 子 会 社 、 農 業 協 同 組 合 中

並 び に 農 事 組 合 法 人 （ 以 下 「 組 合 等 」 と い 央 会 並 び に 農 事 組 合 法 人 （ 以 下 「 組 合 等 」 と い

う 。 ） に 対 し て 知 事 が 行 う 検 査 （ 以 下 「 検 査 」 と う 。 ） に 対 し て 知 事 が 行 う 検 査 （ 以 下 「 検 査 」 と

い う 。 ） に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す い う 。 ） に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。 る 。

（ 検 査 員 ） （ 検 査 員 ）

第 二 条 略 第 二 条 略

２ 法 第 九 十 四 条 第 七 項 の 規 定 に す る 身 分 を 示 す 証 ２ 検 査 員 は 、 検 査 に 際 し て 身 分 証 明 書 （ 別 記 様

明 書 は 、 別 記 様 式 に よ る も の と す る 。 式 ） を 携 行 し 、 関 係 者 の 請 求 が あ つ た と き は 、 こ

れ を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。

別 記 様 式 （ 裏 ） 中 「所持し」 を 「携帯し」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 済 流 通 課 ）



（8） 栃 木 県 公 報 号外第15号平成31（2019）年３月29日　金曜日

長（環境管⑴１件の金額が１億円未満の長（環境管⑴１件の金額が１億円未満の

理事務所長工事請負費に係る予算の執行理事務所長工事請負費に係る予算の執行

を除く） （１件の金額が100万円以を除く） （１件の金額が1,000万円以。 。

上のものの工事の検査を除 上のものの工事の検査を除

く） く）。 。

⑵１件の金額が3,000万円未 ⑵１件の金額が3,000万円未

満の委託料に係る予算の執行 満の委託料に係る予算の執行

（１件の金額が100万円以上 （１件の金額が300万円以上

のものの委託の検査を除 のものの委託の検査を除

く） く）。 。

⑶前２号に係る工事請負又は ⑶前２号に係る工事請負又は

業務委託の変更に係る予算の 業務委託の変更に係る予算の

執行（元請負額等に対する30 執行（元請負額等に対する30

パセントかつ300万円を超 パセントかつ300万円を超ー ー

える増額変更に係る事案の決 える増額変更に係る事案の決

定及び 定及び第１号に係る場合で、

１件の金額が100万円以上 １件の金額が1,000万円以上

のものの工事又は のものの工事の検査及び前号

に係る場合で１件の金額が、

委託の 300万円以上のものの委託の

検査を除く） 検査を除く）。 。

農業振興事１土地改良工事に係る令達予算農業振興事１土地改良工事に係る令達予算

務所長 の執行に関する次の事務 務所長 の執行に関する次の事務

⑴１件の金額が１億円未満の ⑴１件の金額が１億円未満の

工事請負費に係る予算の執行 工事請負費に係る予算の執行

（１件の金額が100万円以 （１件の金額が1,000万円以

上のものの工事の検査を除 上のものの工事の検査を除

く） く）。 。

⑵略 ⑵略

⑶１件の金額が3,000万円未 ⑶１件の金額が3,000万円未

満（換地業務に係るものを除 満（換地業務に係るものを除

く）の委託料に係る予算の く）の委託料に係る予算の。 。

執行（１件の金額が100万円 執行（１件の金額が300万円

以上の委託の検査を除く） 以上の委託の検査を除く）。 。

⑷第１号又は前号に係る工事 ⑷第１号又は前号に係る工事

請負又は業務委託の変更に係 請負又は業務委託の変更に係

る予算の執行（元請負額等に る予算の執行（元請負額等に

対する30パセントかつ300 対する30パセントかつ300ー ー

万円を超える増額変更に係る 万円を超える増額変更に係る

事案の決定及び 事案の決定第１号に係る場、

１件の金額が100万円 合で１件の金額が1,000万、

以上のものの工事又は 円以上のものの工事の検査及

び前号に係る場合で１件の、

金額が300万円以上のものの

委託の検査を除く） 委託の検査を除く）。 。

⑸換地業務の委託料に係る予 ⑸換地業務の委託料に係る予

算の執行及び変更に係る予算 算の執行及び変更に係る予算

の執行（１件の金額が100万 の執行（１件の金額が300万

円以上のものの検査を除 円以上のものの検査を除

栃 木 県 規 則 第 二 十 四 号

栃 木 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 財 務 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 物 品 の 分 類 ） （ 物 品 の 分 類 ）

第 百 十 九 条 略 第 百 十 九 条 略

２ 前 項 の 規 定 に よ り 備 品 に 分 類 さ れ る も の で あ っ ２ 前 項 の 規 定 に よ り 備 品 に 分 類 さ れ る も の で あ っ

て も 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 物 品 は 消 耗 て も 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 物 品 は 消 耗

品 と す る 。 品 と す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 取 得 価 格 又 は 評 価 額 が 十 万 円 未 満 の も の （ 閲 三 取 得 価 格 又 は 評 価 額 が 二 万 円 未 満 の も の （ 閲

覧 又 は 貸 出 用 の 資 料 、 加 除 式 図 書 及 び 公 印 を 除 覧 又 は 貸 出 用 の 資 料 、 加 除 式 図 書 及 び 公 印 を 除

く 。 ） く 。 ）

３ 略 ３ 略

（ 監 督 又 は 検 査 ） （ 監 督 又 は 検 査 ）

第 百 四 十 五 条 課 長 又 は 公 所 の 長 は 、 工 事 若 し く は 第 百 四 十 五 条 課 長 又 は 公 所 の 長 は 、 工 事 若 し く は

製 造 そ の 他 の 請 負 契 約 又 は 物 件 の 買 入 れ そ の 他 の 製 造 そ の 他 の 請 負 契 約 又 は 物 件 の 買 入 れ そ の 他 の

契 約 を 締 結 し た 場 合 に お け る 契 約 の 適 正 な 履 行 を 契 約 を 締 結 し た 場 合 に お け る 契 約 の 適 正 な 履 行 を

確 保 す る た め 、 又 は 受 け る 給 付 の 完 了 の 確 認 を す 確 保 す る た め 、 又 は 受 け る 給 付 の 完 了 の 確 認 を す

る た め 必 要 な 監 督 又 は 検 査 を し よ う と す る と き る た め 必 要 な 監 督 又 は 検 査 を し よ う と す る と き

は 、 職 員 に 命 じ て こ れ を 行 う も の と す は 、 決 裁 を 得 て 職 員 に 命 じ て こ れ を 行 う も の と す

る 。 る 。

（ 長 期 継 続 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 契 約 ） （ 長 期 継 続 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 契 約 ）

第 百 四 十 八 条 の 二 略 第 百 四 十 八 条 の 二 略

２ 条 例 本 則 第 三 号 ロ に 掲 げ る 契 約 に 係 る 同 号 に 規 ２ 条 例 本 則 第 三 号 ロ に 掲 げ る 契 約 に 係 る 同 号 に 規

定 す る 規 則 で 定 め る 契 約 は 、 次 に 掲 げ る 契 約 と す 定 す る 規 則 で 定 め る 契 約 は 、 次 に 掲 げ る 契 約 と す

る 。 る 。

一 ～ 十 六 略 一 ～ 十 六 略

十 七 相 談 支 援 に 関 す る 業 務 （ 専 門 的 な 知 識 若 し

く は 技 術 又 は 相 当 の 経 験 を 必 要 と す る も の に 限

る 。 ） の 委 託 に 関 す る 契 約

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

１略 １略

２公所の長への特定委任事項 ２公所の長への特定委任事項

公所の長名委任事項 公所の長名委任事項

略 略

環境森林部１土木建築工事に係る令達予算環境森林部１土木建築工事に係る令達予算

関係公所のの執行に関する次の事務 関係公所のの執行に関する次の事務

栃 木 県 規 則 第 二 十 四 号

栃 木 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 財 務 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 物 品 の 分 類 ） （ 物 品 の 分 類 ）

第 百 十 九 条 略 第 百 十 九 条 略

２ 前 項 の 規 定 に よ り 備 品 に 分 類 さ れ る も の で あ っ ２ 前 項 の 規 定 に よ り 備 品 に 分 類 さ れ る も の で あ っ

て も 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 物 品 は 消 耗 て も 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 物 品 は 消 耗

品 と す る 。 品 と す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 取 得 価 格 又 は 評 価 額 が 十 万 円 未 満 の も の （ 閲 三 取 得 価 格 又 は 評 価 額 が 二 万 円 未 満 の も の （ 閲

覧 又 は 貸 出 用 の 資 料 、 加 除 式 図 書 及 び 公 印 を 除 覧 又 は 貸 出 用 の 資 料 、 加 除 式 図 書 及 び 公 印 を 除

く 。 ） く 。 ）

３ 略 ３ 略

（ 監 督 又 は 検 査 ） （ 監 督 又 は 検 査 ）

第 百 四 十 五 条 課 長 又 は 公 所 の 長 は 、 工 事 若 し く は 第 百 四 十 五 条 課 長 又 は 公 所 の 長 は 、 工 事 若 し く は

製 造 そ の 他 の 請 負 契 約 又 は 物 件 の 買 入 れ そ の 他 の 製 造 そ の 他 の 請 負 契 約 又 は 物 件 の 買 入 れ そ の 他 の

契 約 を 締 結 し た 場 合 に お け る 契 約 の 適 正 な 履 行 を 契 約 を 締 結 し た 場 合 に お け る 契 約 の 適 正 な 履 行 を

確 保 す る た め 、 又 は 受 け る 給 付 の 完 了 の 確 認 を す 確 保 す る た め 、 又 は 受 け る 給 付 の 完 了 の 確 認 を す

る た め 必 要 な 監 督 又 は 検 査 を し よ う と す る と き る た め 必 要 な 監 督 又 は 検 査 を し よ う と す る と き

は 、 職 員 に 命 じ て こ れ を 行 う も の と す は 、 決 裁 を 得 て 職 員 に 命 じ て こ れ を 行 う も の と す

る 。 る 。

（ 長 期 継 続 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 契 約 ） （ 長 期 継 続 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 契 約 ）

第 百 四 十 八 条 の 二 略 第 百 四 十 八 条 の 二 略

２ 条 例 本 則 第 三 号 ロ に 掲 げ る 契 約 に 係 る 同 号 に 規 ２ 条 例 本 則 第 三 号 ロ に 掲 げ る 契 約 に 係 る 同 号 に 規

定 す る 規 則 で 定 め る 契 約 は 、 次 に 掲 げ る 契 約 と す 定 す る 規 則 で 定 め る 契 約 は 、 次 に 掲 げ る 契 約 と す

る 。 る 。

一 ～ 十 六 略 一 ～ 十 六 略

十 七 相 談 支 援 に 関 す る 業 務 （ 専 門 的 な 知 識 若 し

く は 技 術 又 は 相 当 の 経 験 を 必 要 と す る も の に 限

る 。 ） の 委 託 に 関 す る 契 約

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

１略 １略

２公所の長への特定委任事項 ２公所の長への特定委任事項

公所の長名委任事項 公所の長名委任事項

略 略

環境森林部１土木建築工事に係る令達予算環境森林部１土木建築工事に係る令達予算

関係公所のの執行に関する次の事務 関係公所のの執行に関する次の事務



（9）栃 木 県 公 報 号外第15号平成31（2019）年３月29日　金曜日

公 安 委 員 会

く） く）。 。

略 略

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係）

１略 １略

２特定決裁事項及び特定専決事項 ２特定決裁事項及び特定専決事項

区知事決副知事部長専決課長専決事項区知事決副知事部長専決課長専決事項

分裁事項専決事事項 分裁事項専決事事項

項 項

略 略

高１略 高１略

齢２栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学齢

対資金貸与条例に基づく次の事務 対

策 ⑴貸付金に策

課 係る予算の課

執行

略 略

３５略 ３５略～ ～

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 会 計 局 会 計 管 理 課 ）

長（環境管⑴１件の金額が１億円未満の長（環境管⑴１件の金額が１億円未満の

理事務所長工事請負費に係る予算の執行理事務所長工事請負費に係る予算の執行

を除く） （１件の金額が100万円以を除く） （１件の金額が1,000万円以。 。

上のものの工事の検査を除 上のものの工事の検査を除

く） く）。 。

⑵１件の金額が3,000万円未 ⑵１件の金額が3,000万円未

満の委託料に係る予算の執行 満の委託料に係る予算の執行

（１件の金額が100万円以上 （１件の金額が300万円以上

のものの委託の検査を除 のものの委託の検査を除

く） く）。 。

⑶前２号に係る工事請負又は ⑶前２号に係る工事請負又は

業務委託の変更に係る予算の 業務委託の変更に係る予算の

執行（元請負額等に対する30 執行（元請負額等に対する30

パセントかつ300万円を超 パセントかつ300万円を超ー ー

える増額変更に係る事案の決 える増額変更に係る事案の決

定及び 定及び第１号に係る場合で、

１件の金額が100万円以上 １件の金額が1,000万円以上

のものの工事又は のものの工事の検査及び前号

に係る場合で１件の金額が、

委託の 300万円以上のものの委託の

検査を除く） 検査を除く）。 。

農業振興事１土地改良工事に係る令達予算農業振興事１土地改良工事に係る令達予算

務所長 の執行に関する次の事務 務所長 の執行に関する次の事務

⑴１件の金額が１億円未満の ⑴１件の金額が１億円未満の

工事請負費に係る予算の執行 工事請負費に係る予算の執行

（１件の金額が100万円以 （１件の金額が1,000万円以

上のものの工事の検査を除 上のものの工事の検査を除

く） く）。 。

⑵略 ⑵略

⑶１件の金額が3,000万円未 ⑶１件の金額が3,000万円未

満（換地業務に係るものを除 満（換地業務に係るものを除

く）の委託料に係る予算の く）の委託料に係る予算の。 。

執行（１件の金額が100万円 執行（１件の金額が300万円

以上の委託の検査を除く） 以上の委託の検査を除く）。 。

⑷第１号又は前号に係る工事 ⑷第１号又は前号に係る工事

請負又は業務委託の変更に係 請負又は業務委託の変更に係

る予算の執行（元請負額等に る予算の執行（元請負額等に

対する30パセントかつ300 対する30パセントかつ300ー ー

万円を超える増額変更に係る 万円を超える増額変更に係る

事案の決定及び 事案の決定第１号に係る場、

１件の金額が100万円 合で１件の金額が1,000万、

以上のものの工事又は 円以上のものの工事の検査及

び前号に係る場合で１件の、

金額が300万円以上のものの

委託の検査を除く） 委託の検査を除く）。 。

⑸換地業務の委託料に係る予 ⑸換地業務の委託料に係る予

算の執行及び変更に係る予算 算の執行及び変更に係る予算

の執行（１件の金額が100万 の執行（１件の金額が300万

円以上のものの検査を除 円以上のものの検査を除

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号

栃 木 県 警 察 本 部 及 び 警 察 署 の 警 察 職 員 の 配 置 定 員 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 臼 井 佳 子

栃 木 県 警 察 本 部 及 び 警 察 署 の 警 察 職 員 の 配 置 定 員 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 警 察 本 部 及 び 警 察 署 の 警 察 職 員 の 配 置 定 員 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

別表（第１条関係）

警察職員定員表

階級等 警 察 官
警察官以

本部 合計
外の職員

警察署 警視警部警部補巡査部長巡査計

警察本部 72 136 504 359 138 1,209 317 1,526

警察署 46 113 469 648 944 2,220 147 2,367

合 計 118 249 973 1,007 1,082 3,429 464 3,893

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（10） 栃 木 県 公 報 号外第15号平成31（2019）年３月29日　金曜日
栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号

栃 木 県 警 察 本 部 及 び 警 察 署 の 警 察 職 員 の 配 置 定 員 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 臼 井 佳 子

栃 木 県 警 察 本 部 及 び 警 察 署 の 警 察 職 員 の 配 置 定 員 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 警 察 本 部 及 び 警 察 署 の 警 察 職 員 の 配 置 定 員 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

別表（第１条関係）

警察職員定員表

階級等 警 察 官
警察官以

本部 合計
外の職員

警察署 警視警部警部補巡査部長巡査計

警察本部 72 136 504 359 138 1,209 317 1,526

警察署 46 113 469 648 944 2,220 147 2,367

合 計 118 249 973 1,007 1,082 3,429 464 3,893

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 五 号

栃 木 県 警 察 本 部 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 臼 井 佳 子

栃 木 県 警 察 本 部 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 警 察 本 部 組 織 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 生 活 環 境 課 ） （ 生 活 環 境 課 ）

第 十 八 条 生 活 環 境 課 に お い て は 、 次 の 事 務 を つ か 第 十 八 条 生 活 環 境 課 に お い て は 、 次 の 事 務 を つ か

さ ど る 。 さ ど る 。

一 ～ 八 略 一 ～ 八 略

九 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 部 の 所 掌 に 属 す 九 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 部 の 所 掌 に 属 す

る 法 令 違 反 の 取 締 り に 関 す る こ と （ 生 活 安 全 企 る 法 令 違 反 の 取 締 り に 関 す る こ と （ 生 活 安 全 企

画 課 、 少 年 課 及 び サ イ バ ー 犯 罪 対 策 課 の 所 掌 に 画 課 及 び 少 年 課 の 所 掌 に

属 す る も の を 除 く 。 ） 。 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

（ 運 転 免 許 管 理 課 ） （ 運 転 免 許 管 理 課 ）

第 三 十 八 条 運 転 免 許 管 理 課 に お い て は 、 次 の 事 務 第 三 十 八 条 運 転 免 許 管 理 課 に お い て は 、 次 の 事 務

を つ か さ ど る 。 を つ か さ ど る 。

一 ～ 四 略 一 ～ 四 略

五 栃 木 県 交 通 安 全 教 育 セ ン タ ー に 関 す る こ と 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 臼 井 佳 子

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 四 （ 第 十 条 の 二 関 係 ） 別 表 第 四 （ 第 十 条 の 二 関 係 ）

番 号 路 線 名 区 間 番 号 路 線 名 区 間

一 ～ 三 十 三 略 一 ～ 三 十 三 略

三 十 四 県 道 小 山 環 小 山 市 西 城 南 五 丁 目 四 十

状 線 七 番 六 地 先 か ら 同 市 大 字

横 倉 字 十 二 神 五 百 九 十 七

番 二 十 七 ま で

三 十 四 略 略 三 十 四 略 略

の 二
三 十 五 ～ 五 十 二 略 三 十 五 ～ 五 十 二 略

五 十 二 県 道 石 末 真 真 岡 市 飯 貝 字 中 島 四 百 五

の 二 岡 線 十 六 番 五 か ら 同 市 堀 内 字

下 大 谷 木 内 五 番 三 ま で

五 十 三 ～ 五 十 七 の 三 略 五 十 三 ～ 五 十 七 の 三 略

五 十 七 県 道 飛 駒 足 足 利 市 名 草 下 町 字 杓 子 谷

の 四 利 線 戸 四 千 百 九 十 七 番 二 か ら

同 市 菅 田 町 字 中 屋 敷 四 百

七 十 四 番 四 ま で

五 十 七 略 略 五 十 七 略 略

の 五 の 四

五 十 八 ～ 七 十 四 略 五 十 八 ～ 七 十 四 略

七 十 四 市 道 （ 小 山 小 山 市 大 字 粟 宮 千 九 百 四

の 二 市 ） 三 十 九 十 三 番 四 か ら 同 市 大 字 外

号 線 城 九 十 番 十 七 ま で

七 十 五 ～ 七 十 七 略 七 十 五 ～ 七 十 七 略

七 十 七 市 道 （ 小 山 小 山 市 大 字 横 倉 新 田 四 百 七 十 七 市 道 （ 小 山 小 山 市 大 字 粟 宮 千 九 百 四

の 二 市 ） 三 千 七 三 十 五 番 十 二 か ら 同 市 大 の 二 市 ） 三 十 九 十 三 番 四 か ら 同 市 大 字 外



（11）栃 木 県 公 報 号外第15号平成31（2019）年３月29日　金曜日栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 臼 井 佳 子

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 四 （ 第 十 条 の 二 関 係 ） 別 表 第 四 （ 第 十 条 の 二 関 係 ）

番 号 路 線 名 区 間 番 号 路 線 名 区 間

一 ～ 三 十 三 略 一 ～ 三 十 三 略

三 十 四 県 道 小 山 環 小 山 市 西 城 南 五 丁 目 四 十

状 線 七 番 六 地 先 か ら 同 市 大 字

横 倉 字 十 二 神 五 百 九 十 七

番 二 十 七 ま で

三 十 四 略 略 三 十 四 略 略

の 二
三 十 五 ～ 五 十 二 略 三 十 五 ～ 五 十 二 略

五 十 二 県 道 石 末 真 真 岡 市 飯 貝 字 中 島 四 百 五

の 二 岡 線 十 六 番 五 か ら 同 市 堀 内 字

下 大 谷 木 内 五 番 三 ま で

五 十 三 ～ 五 十 七 の 三 略 五 十 三 ～ 五 十 七 の 三 略

五 十 七 県 道 飛 駒 足 足 利 市 名 草 下 町 字 杓 子 谷

の 四 利 線 戸 四 千 百 九 十 七 番 二 か ら

同 市 菅 田 町 字 中 屋 敷 四 百

七 十 四 番 四 ま で

五 十 七 略 略 五 十 七 略 略

の 五 の 四

五 十 八 ～ 七 十 四 略 五 十 八 ～ 七 十 四 略

七 十 四 市 道 （ 小 山 小 山 市 大 字 粟 宮 千 九 百 四

の 二 市 ） 三 十 九 十 三 番 四 か ら 同 市 大 字 外

号 線 城 九 十 番 十 七 ま で

七 十 五 ～ 七 十 七 略 七 十 五 ～ 七 十 七 略

七 十 七 市 道 （ 小 山 小 山 市 大 字 横 倉 新 田 四 百 七 十 七 市 道 （ 小 山 小 山 市 大 字 粟 宮 千 九 百 四

の 二 市 ） 三 千 七 三 十 五 番 十 二 か ら 同 市 大 の 二 市 ） 三 十 九 十 三 番 四 か ら 同 市 大 字 外

十 七 号 線 字 横 倉 千 二 百 四 十 五 番 六 号 線 城 九 十 番 十 七 ま で

ま で

七 十 七 市 道 （ 小 山 小 山 市 大 字 横 倉 五 百 九 十

の 三 市 ） 三 千 八 七 番 一 地 先 か ら 同 市 大 字

十 九 号 線 横 倉 七 百 四 十 番 二 地 先 ま

で

七 十 七 市 道 （ 小 山 小 山 市 西 城 南 七 丁 目 二 番

の 四 市 ） 三 千 七 五 地 先 か ら 同 市 西 城 南 七

百 八 十 六 号 丁 目 十 四 番 二 十 六 地 先 ま

線 で

七 十 七 略 略 七 十 七 略 略

の 五 の 三
七 十 七 市 道 （ 小 山 小 山 市 大 字 横 倉 新 田 四 百

の 四 市 ） 三 千 七 三 十 五 番 十 二 か ら 同 市 大

十 七 号 線 字 横 倉 千 二 百 四 十 五 番 六

ま で

七 十 七 の 六 ～ 七 十 七 の 十 略 七 十 七 の 五 ～ 七 十 七 の 九 略

七 十 七 市 道 （ 真 岡 真 岡 市 清 水 五 十 九 番 四 か

の 十 一 市 ） 三 千 三 ら 同 市 清 水 二 千 四 百 二 十

百 二 十 七 号 番 五 ま で

線

七 十 八 ～ 九 十 三 略 七 十 八 ～ 九 十 三 略

九 十 四 町 道 （ 茂 木 芳 賀 郡 茂 木 町 大 字 福 手 五

町 ） 十 一 号 百 六 十 番 三 か ら 同 町 大 字

線 福 手 三 百 九 十 六 番 四 ま で

九 十 五 町 道 （ 茂 木 芳 賀 郡 茂 木 町 大 字 福 手 三

町 ） 七 百 二 百 九 十 六 番 七 か ら 同 町 大

十 一 号 線 字 福 手 五 百 八 十 一 番 三 ま

で

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（12） 栃 木 県 公 報 号外第15号平成31（2019）年３月29日　金曜日

警 察 本 部

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 一 号

栃 木 県 警 察 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 訓 令 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 警 察 本 部 長 原 田 義 久

栃 木 県 警 察 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 訓 令 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 警 察 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 三 十 七 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 旅 費 の 調 整 ） （ 旅 費 の 調 整 ）

第 五 条 旅 行 者 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 第 五 条 旅 行 者 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

場 合 に は 、 条 例 第 三 十 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 場 合 に は 、 条 例 第 三 十 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規

定 に 基 づ き 、 当 該 各 号 に 定 め る 基 準 に よ り 旅 費 の 定 に 基 づ き 、 当 該 各 号 に 定 め る 基 準 に よ り 旅 費 の

支 給 を 調 整 す る 。 支 給 を 調 整 す る 。

一 ～ 九 略 一 ～ 九 略

九 の 二 赴 任 を 命 ぜ ら れ た 職 員 が 、 駐 在 所 と 一 体

を な し て い る 居 住 用 の 施 設 に 居 住 す る こ と 又 は

こ れ を 明 け 渡 す こ と を 命 ぜ ら れ 、 同 一 地 域 内 に

お い て 住 所 又 は 居 所 を 移 転 し た 場 合 に は 、 条 例

別 表 第 二 の 移 転 料 定 額 に よ る 額 （ 前 号 に 規 定 す

る 場 合 に は 同 号 の 規 定 に よ る 額 ） の 移 転 料 、 着

後 手 当 及 び 扶 養 親 族 移 転 料 を 支 給 す る も の と す

る 。

九 の 三 警 察 学 校 の 学 生 寮 に 居 住 す る 警 察 官 で あ

つ て 赴 任 を 命 ぜ ら れ た も の （ 以 下 本 号 に お い て

「 警 察 官 」 と い う 。 ） が 、 当 該 学 生 寮 を 明 け 渡

す こ と を 命 ぜ ら れ 、 住 所 又 は 居 所 を 移 転 し た 場

合 に お い て 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る

基 準 に よ る 移 転 料 を 支 給 す る も の と し 、 着 後 手

当 （ 扶 養 親 族 移 転 料 の う ち 着 後 手 当 相 当 分 を 除

く 。 ） は 、 支 給 し な い も の と す る 。 た だ し 、 ハ

の 場 合 に お い て 、 扶 養 親 族 を 移 転 し た 際 に お け

る 移 転 料 の 定 額 が 警 察 官 が 赴 任 し た 際 の 移 転 料

の 定 額 と 異 な る と き は 、 ハ の 額 は 、 扶 養 親 族 を

移 転 し た 際 に お け る 移 転 料 の 定 額 を 基 礎 と し て

計 算 す る 。

イ 赴 任 の 際 扶 養 親 族 を 移 転 す る 場 合 条 例 別

表 第 二 の 移 転 料 定 額 （ 第 九 号 に 規 定 す る 場 合

に は 同 号 の 規 定 に よ る 額 ） の 二 分 の 一 に 相 当

す る 額 （ 同 一 地 域 内 に お い て 住 所 又 は 居 所 を

移 転 し た 場 合 に は そ の 三 分 の 一 に 相 当 す る

額 ） に 同 表 の 路 程 五 十 キ ロ メ ー ト ル 未 満 の 場

合 の 移 転 料 定 額 の 六 分 の 一 に 相 当 す る 額 を 加

算 し た 額

ロ 赴 任 の 際 扶 養 親 族 を 移 転 し な い 場 合 条 例

別 表 第 二 の 路 程 五 十 キ ロ メ ー ト ル 未 満 の 場 合

の 移 転 料 定 額 の 六 分 の 一 に 相 当 す る 額

ハ 赴 任 の 際 扶 養 親 族 を 移 転 し な い が 赴 任 を 命

十 七 号 線 字 横 倉 千 二 百 四 十 五 番 六 号 線 城 九 十 番 十 七 ま で

ま で

七 十 七 市 道 （ 小 山 小 山 市 大 字 横 倉 五 百 九 十

の 三 市 ） 三 千 八 七 番 一 地 先 か ら 同 市 大 字

十 九 号 線 横 倉 七 百 四 十 番 二 地 先 ま

で

七 十 七 市 道 （ 小 山 小 山 市 西 城 南 七 丁 目 二 番

の 四 市 ） 三 千 七 五 地 先 か ら 同 市 西 城 南 七

百 八 十 六 号 丁 目 十 四 番 二 十 六 地 先 ま

線 で

七 十 七 略 略 七 十 七 略 略

の 五 の 三
七 十 七 市 道 （ 小 山 小 山 市 大 字 横 倉 新 田 四 百

の 四 市 ） 三 千 七 三 十 五 番 十 二 か ら 同 市 大

十 七 号 線 字 横 倉 千 二 百 四 十 五 番 六

ま で

七 十 七 の 六 ～ 七 十 七 の 十 略 七 十 七 の 五 ～ 七 十 七 の 九 略

七 十 七 市 道 （ 真 岡 真 岡 市 清 水 五 十 九 番 四 か

の 十 一 市 ） 三 千 三 ら 同 市 清 水 二 千 四 百 二 十

百 二 十 七 号 番 五 ま で

線

七 十 八 ～ 九 十 三 略 七 十 八 ～ 九 十 三 略

九 十 四 町 道 （ 茂 木 芳 賀 郡 茂 木 町 大 字 福 手 五

町 ） 十 一 号 百 六 十 番 三 か ら 同 町 大 字

線 福 手 三 百 九 十 六 番 四 ま で

九 十 五 町 道 （ 茂 木 芳 賀 郡 茂 木 町 大 字 福 手 三

町 ） 七 百 二 百 九 十 六 番 七 か ら 同 町 大

十 一 号 線 字 福 手 五 百 八 十 一 番 三 ま

で

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。



（13）栃 木 県 公 報 号外第15号平成31（2019）年３月29日　金曜日

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 一 号

栃 木 県 警 察 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 訓 令 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 警 察 本 部 長 原 田 義 久

栃 木 県 警 察 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 訓 令 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 警 察 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 三 十 七 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 旅 費 の 調 整 ） （ 旅 費 の 調 整 ）

第 五 条 旅 行 者 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 第 五 条 旅 行 者 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

場 合 に は 、 条 例 第 三 十 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 場 合 に は 、 条 例 第 三 十 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規

定 に 基 づ き 、 当 該 各 号 に 定 め る 基 準 に よ り 旅 費 の 定 に 基 づ き 、 当 該 各 号 に 定 め る 基 準 に よ り 旅 費 の

支 給 を 調 整 す る 。 支 給 を 調 整 す る 。

一 ～ 九 略 一 ～ 九 略

九 の 二 赴 任 を 命 ぜ ら れ た 職 員 が 、 駐 在 所 と 一 体

を な し て い る 居 住 用 の 施 設 に 居 住 す る こ と 又 は

こ れ を 明 け 渡 す こ と を 命 ぜ ら れ 、 同 一 地 域 内 に

お い て 住 所 又 は 居 所 を 移 転 し た 場 合 に は 、 条 例

別 表 第 二 の 移 転 料 定 額 に よ る 額 （ 前 号 に 規 定 す

る 場 合 に は 同 号 の 規 定 に よ る 額 ） の 移 転 料 、 着

後 手 当 及 び 扶 養 親 族 移 転 料 を 支 給 す る も の と す

る 。

九 の 三 警 察 学 校 の 学 生 寮 に 居 住 す る 警 察 官 で あ

つ て 赴 任 を 命 ぜ ら れ た も の （ 以 下 本 号 に お い て

「 警 察 官 」 と い う 。 ） が 、 当 該 学 生 寮 を 明 け 渡

す こ と を 命 ぜ ら れ 、 住 所 又 は 居 所 を 移 転 し た 場

合 に お い て 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る

基 準 に よ る 移 転 料 を 支 給 す る も の と し 、 着 後 手

当 （ 扶 養 親 族 移 転 料 の う ち 着 後 手 当 相 当 分 を 除

く 。 ） は 、 支 給 し な い も の と す る 。 た だ し 、 ハ

の 場 合 に お い て 、 扶 養 親 族 を 移 転 し た 際 に お け

る 移 転 料 の 定 額 が 警 察 官 が 赴 任 し た 際 の 移 転 料

の 定 額 と 異 な る と き は 、 ハ の 額 は 、 扶 養 親 族 を

移 転 し た 際 に お け る 移 転 料 の 定 額 を 基 礎 と し て

計 算 す る 。

イ 赴 任 の 際 扶 養 親 族 を 移 転 す る 場 合 条 例 別

表 第 二 の 移 転 料 定 額 （ 第 九 号 に 規 定 す る 場 合

に は 同 号 の 規 定 に よ る 額 ） の 二 分 の 一 に 相 当

す る 額 （ 同 一 地 域 内 に お い て 住 所 又 は 居 所 を

移 転 し た 場 合 に は そ の 三 分 の 一 に 相 当 す る

額 ） に 同 表 の 路 程 五 十 キ ロ メ ー ト ル 未 満 の 場

合 の 移 転 料 定 額 の 六 分 の 一 に 相 当 す る 額 を 加

算 し た 額

ロ 赴 任 の 際 扶 養 親 族 を 移 転 し な い 場 合 条 例

別 表 第 二 の 路 程 五 十 キ ロ メ ー ト ル 未 満 の 場 合

の 移 転 料 定 額 の 六 分 の 一 に 相 当 す る 額

ハ 赴 任 の 際 扶 養 親 族 を 移 転 し な い が 赴 任 を 命

ぜ ら れ た 日 の 翌 日 か ら 一 年 （ 条 例 第 二 十 二 条

第 三 項 の 規 定 に よ り そ の 期 間 が 延 長 さ れ た 場

合 に は 当 該 延 長 さ れ た 期 間 ） 以 内 に 扶 養 親 族

を 移 転 す る 場 合 イ に 規 定 す る 額 か ら ロ に 規

定 す る 額 を 控 除 し た 額 （ 赴 任 の 後 扶 養 親 族 を

移 転 す る ま で の 間 に 更 に 赴 任 が あ つ た 場 合 に

は 、 各 赴 任 に つ い て 支 給 す る こ と が で き る イ

に 規 定 す る 額 か ら ロ に 規 定 す る 額 を 控 除 し た

額 に 相 当 す る 額 の 合 計 額 ）

十 ～ 十 二 略 十 ～ 十 二 略

附 則

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 改 正 後 の 栃 木 県 警 察 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 訓 令 の 規 定 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 日 以 後 に 出 発 す る 旅 行 か ら 適

用 し 、 同 日 前 に 出 発 し た 旅 行 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。



（14） 栃 木 県 公 報 号外第15号平成31（2019）年３月29日　金曜日
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ぜ ら れ た 日 の 翌 日 か ら 一 年 （ 条 例 第 二 十 二 条

第 三 項 の 規 定 に よ り そ の 期 間 が 延 長 さ れ た 場

合 に は 当 該 延 長 さ れ た 期 間 ） 以 内 に 扶 養 親 族

を 移 転 す る 場 合 イ に 規 定 す る 額 か ら ロ に 規

定 す る 額 を 控 除 し た 額 （ 赴 任 の 後 扶 養 親 族 を

移 転 す る ま で の 間 に 更 に 赴 任 が あ つ た 場 合 に

は 、 各 赴 任 に つ い て 支 給 す る こ と が で き る イ

に 規 定 す る 額 か ら ロ に 規 定 す る 額 を 控 除 し た

額 に 相 当 す る 額 の 合 計 額 ）

十 ～ 十 二 略 十 ～ 十 二 略

附 則

１ こ の 訓 令 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 改 正 後 の 栃 木 県 警 察 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 訓 令 の 規 定 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 の 日 以 後 に 出 発 す る 旅 行 か ら 適

用 し 、 同 日 前 に 出 発 し た 旅 行 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 二 号

栃 木 県 警 察 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 九 日

栃 木 県 警 察 本 部 長 原 田 義 久

栃 木 県 警 察 事 務 決 裁 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 警 察 事 務 決 裁 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 三 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 （ 第 三 条 関 係 ） 別 表 （ 第 三 条 関 係 ）

本 部 長 決 裁 事 項 ・ 部 長 共 通 専 決 事 項 略 本 部 長 決 裁 事 項 ・ 部 長 共 通 専 決 事 項 略

警 務 部 長 専 決 事 項 警 務 部 長 専 決 事 項

一 ～ 八 略 一 ～ 八 略

九 警 察 柔 剣 道 段 級 審 査 に 関 す る こ と 。

生 活 安 全 部 長 専 決 事 項 ～ 留 置 管 理 課 長 専 決 事 項 生 活 安 全 部 長 専 決 事 項 ～ 留 置 管 理 課 長 専 決 事 項

略 略

教 養 課 長 専 決 事 項 教 養 課 長 専 決 事 項

一 略 一 略

二 中 級 以 下 の 警 察 技 能 検 定 に 関 す る こ と 。

会 計 課 長 専 決 事 項 ～ 生 活 環 境 課 長 専 決 事 項 略 会 計 課 長 専 決 事 項 ～ 生 活 環 境 課 長 専 決 事 項 略

サ イ バ ー 犯 罪 対 策 課 長 専 決 事 項

一 主 管 す る 犯 罪 の 取 締 り 、 手 配 及 び 通 報 に 関 す

る こ と 。

地 域 課 長 専 決 事 項 ～ 組 織 犯 罪 対 策 第 二 課 長 専 決 事 地 域 課 長 専 決 事 項 ～ 組 織 犯 罪 対 策 第 二 課 長 専 決 事

項 略 項 略

鑑 識 課 長 専 決 事 項 鑑 識 課 長 専 決 事 項

一 鑑 識 技 能 検 定 に 関 す る こ と 。

一 ～ 四 略 二 ～ 五 略

科 学 捜 査 研 究 所 長 専 決 事 項 ～ 警 察 署 副 署 長 専 決 事 科 学 捜 査 研 究 所 長 専 決 事 項 ～ 警 察 署 副 署 長 専 決 事

項 略 項 略

附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

項
　
略


